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 農 業 委 員 会 事 務 局 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の実施日 

   平成２９年１月２５日 

 

 ２ 監査の対象機関 

   農業委員会事務局 

 

 ３ 監査を実施した監査委員氏名 

   林 吉幸 

 

 ４ 監査の対象事項及び範囲 

平成２８年度（平成２８年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及び 

事業の管理状況 

 

 ５ 監査の目的 

   監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が合規性、経済性、効率性及

び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な

行政運営の確保に資することを目的とした。 

 

 ６ 監査の方法 

   監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確 

認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質 

疑等を行い、監査を実施した。 

 

 ７ 監査対象機関の状況 

（１）所管事務 

    農業委員会等に関する法律第６条に掲げる事務、農業委員会の会議、農地基本台帳

の作成・保管、公印の管守等に関する事務を行っている。 

  

（２）予算の執行状況（平成２８年１１月３０日現在） 

 

歳　入

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

5,686,000 4,957,500 3,977,500 980,000 70.0 80.2

単位：円、％

 

 

歳　出

款 予算現額 a支出負担行為額 b 支出済額 c予算残額　a-b 執行率 b/a

農林水産業費
(農業委員会費)

15,769,000 10,399,351 10,085,486 5,369,649 65.9

単位：円、％

 



（３）負担金の執行状況 

区　  分

負　担　金 748,000 635,103 635,103

支出負担行為額 支出済額

単位：円

予算現額

 

 

（４）農地法に基づく農地の移動及び転用の状況 

単位：件、㎡

地目 田 畑 計

筆数 30 22 52

面積 31,305 19,376 50,681

筆数 69 75 144

面積 84,564 113,232 197,796

筆数 3 6 9

面積 545.00 3842.69 4387.69

筆数 25 53 78

面積 7,844.60 14,633.25 22,477.85

筆数 35 9 44

面積 41,931 4,983 46,914

第18条
第6項

自己所有農地の
転用

権利移動を伴う
転用

農地の賃貸借契約
の合意解約

7

51

13

第4条

第5条

件数
処理状況

許可区分

34

54

所有権移転
(売買)

第3条
その他の権利
(賃貸借)

許　 可 　の 　内 　容

 

 

（５）農業者年金の受給及び加入の状況 

平成28年11月30日現在

受  給  者  数 受  給  金  額

788人 204,866,600円

（うち新制度　45人） （うち新制度2,875,500円）

農  業  者  年  金

大正５年生～昭和26年生
(満65歳以上）

新農業者年金加入者数  　82人

対　象　区　分

平成28年度通常保険料月額(任意選択)　　20,000円　～　67,000円
 

 

第２ 監査の結果 

   予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。 



都 市 整 備 課 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の実施日 

   平成２９年１月２５日 

 

 ２ 監査の対象機関 

   都市整備課 

    

 ３ 監査を実施した監査委員氏名 

   林 吉幸 

 

 ４ 監査の対象事項及び範囲 

平成２８年度（平成２８年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及び 

事業の管理状況 

 

 ５ 監査の目的 

   監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が合規性、経済性、効率性及

び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な

行政運営の確保に資することを目的とした。 

 

 ６ 監査の方法 

   監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確 

認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質 

疑等を行い、監査を実施した。 

 

 ７ 監査対象機関の状況 

（１）所管事務 

    建築基準法の普及徹底、建築確認申請書・届出書、市有建築物の工事、市営住宅の

設置・管理、都市計画の立案・決定、都市計画施設の工事施行、土地区画整理事業、

宅地開発指導、下水道事業、都市公園、児童遊園、屋外広告物等に関する事務を行っ

ている。 

 

（２）予算の執行状況（平成２８年１１月３０日現在） 

 

歳　入

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

74,336,000 19,809,626 14,260,786 5,548,840 19.2 72.0

単位：円、％

 



歳　出

款 予算現額 a支出負担行為額 b 支出済額 c予算残額　a-b 執行率 b/a

土 木 費 123,339,000 90,570,703 47,333,797 32,768,297 73.4

単位：円、％

 

 

（３）負担金及び補助金等の執行状況 

区　  分

負　担　金 711,000 672,424 672,424

補　助　金 3,900,000 80,000 0

補　給　金 99,000 0 0

単位：円

予算現額 支出負担行為額 支出済額

 

 

（４）委託料及び工事請負費の執行状況 

区  　分

委　託　料 45,443,088 36,751,626 21,978,668

工事請負費 52,400,000 40,895,280 15,855,280

単位：円

予算現額 支出負担行為額 支出済額

 

 

（５）建築確認及び工事届受理状況 

新築 増築
用途
変更

改築 新築 増築
用途
変更

新築 増築 改築 除却

3 1 0 0 3(51) 1(12) 0(0) 22 4 0 0

建築工事届件数
 建　築　確　認

確認件数(民間件数)申請件数

平成28年11月30日現在　　単位：件

 

 

第２ 監査の結果 

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。 



 
 

  建 設 課 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の実施日 

   平成２９年１月２５日 

 

 ２ 監査の対象機関 

   建設課 

 

 ３ 監査を実施した監査委員氏名 

   林 吉幸 

 

 ４ 監査の対象事項及び範囲 

平成２８年度（平成２８年１１月３０日現在）における財務に関する事務の執行及

び事業の管理状況 

 

 ５ 監査の目的 

   監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が合規性、経済性、効率性

及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率

的な行政運営の確保に資することを目的とした。 

 

 ６ 監査の方法 

   監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合 

や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に 

対して質疑等を行い、監査を実施した。 

 

 ７ 監査対象機関の状況 

（１）所管事務 

 市道の認定、廃止、管理、新設、改良、舗装、維持補修、用地の取得、道路台帳

の整備、交通安全施設、一般排水路の整備、河川等に関する事務を行っている。 

 

（２）予算の執行状況（平成２８年１１月３０日現在） 

歳　入

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額
対予算
収入率

対調定
収入率

154,243,000 128,431,461 44,086,490 84,344,971 28.6 34.3

単位：円、％



 
 

歳　出

款 予算現額 a支出負担行為額 b 支出済額 c予算残額　a-b 執行率 b/a

土 木 費 728,610,000 511,017,848 266,178,427 217,592,152 70.1

災害復旧費 6,151,712 6,125,112 4,937,112 26,600 99.6

計 734,761,712 517,142,960 271,115,539 217,618,752 70.4

単位：円、％

 

（３）負担金の執行状況 

区  　分

負　担　金 473,000 361,000 361,000

単位：円

支出済額予算現額 支出負担行為額

 

（４）委託料及び工事請負費の執行状況 

区  　分

委　託　料 104,309,512 74,216,002 20,657,699

工事請負費 556,323,200 392,776,560 217,918,160

単位：円

予算現額 支出負担行為額 支出済額

 

第２ 監査の結果 

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。 


